
 

 
 

第6章 欧州実態調査報告書  
2015 年 9 月 24 日  

欧州実態調査主査：山浦 久司（明治大学）  

兼村 高文（明治大学）  

東 信男（会計検査院）  

       ＊本実態調査は、科学研究費助成金（基盤研究Ｂ（課題番号

15H03400））の助成に基づいて行われた。  

 

1 調査の背景 

日本会計研究学会特別委員会は、総務省が推進しようとする地方公会計の発

生主義ベースでのシステム統一（以下「新公会計制度」という。）の動きを捉

えて、その進行状況を実態調査によって明らかにするとともに、新公会計制度

の地方自治体経営への利活用に関する事例を集め、それらの事例を共有情報化

して各地方自治体にフィードバックすることにより、地方自治体の行財政の健

全化、合理化、効率化に役立てることを主たる研究目標に掲げて立ち上げられ

た。  

また、これらの研究目標に関連して、国や地方自治体自身が、公会計システ

ム統一化のそもそもの政策意図を何処におき、さらに統一後の政策実現の姿を

どのように描いているのかについて明らかにすることも、特別委員会の大きな

研究課題として挙げている。  

また、さらに、新公会計制度の統一的な基準（以下「新公会計基準」という。）

と国際的な公会計基準との比較研究を行うことにより、新公会計基準の性格及

び特徴を明らかにするとともに、新公会計基準の改訂等へ向けた提案を行うこ

とも特別委員会の研究テーマの一つである。  

こうした諸課題を掲げる特別委員会にとって、近年の欧州連合（ European 

Union：EU）の公会計の動向は無視することができない研究題材を提供するも

のである。  

すなわち、欧州連合では、欧州債務危機に端を発して、全加盟国の一般政府

（連邦政府、中央政府、州政府、地方政府および社会保障基金）に、統一的な

公会計基準に準拠した財務諸表を作成させ、これを加盟国の財政管理に活用し

ようとする動きがみられる。  

EU はこの統一的な公会計基準として、国際公会計基準審議会（ International 
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Public Sector Accounting Standards Board： IPSASB） の 国 際 公 会 計 基 準

（ International Public Sector Accounting Standards： IPSAS）の全基準をそのまま

採用するのではなく、IPSASを参考にしながら欧州公会計基準（European Public 

Sector Accounting Standards：EPSAS）を設定・適用しようとしている。  

そこで、EPSASについて、背景、目的、設定の現状等について実態調査を行

い、さらに今後のわが国の新公会計基準の改訂等へ向けた提案を行う際の参考

とすることとした。  

 

2 調査の対象機関 

EU の欧州委員会（European Commission：EC）は、欧州統計局（Eurostat）に

EPSAS タスクフォースを設置して EPSAS プロジェクトを実施していること、

また、EPSASプロジェクトの一環として、PwC ブリュッセルに加盟国の一般政

府に発生主義会計を導入した場合の費用と便益を分析させたり、 IPSAS の各基

準を評価させたりする業務を委託していることから、Eurostatと PwC ブリュッ

セルを調査の対象とした。さらに、将来の EPSASのガバナンスにおいて欧州会

計検査院（European Court of Auditors：ECA）が一定の監視機能を果たすことが

予定されていること、また、加盟国の一般政府における発生主義会計の導入に

おいて欧州会計士連盟（Federation of European Accountants：FEE）が一定の役割

を果たすことが期待されていることから、ECA と FEE も調査の対象とした（附

録 1 参照）。  

 

3 EU の概要 

3.1 目的 

EU は経済通貨統合、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等の幅広

い分野で協力を進めている政治・経済統合体であり、国家を超えた欧州統合を

目指している。この一環として、加盟国の一部では、人、物、資本及びサービ

スの自由な移動を可能とする共通市場を強化するため、単一通貨ユーロを導入

している。特に単一通貨の下では、各加盟国が独自の金融政策を実施できなく

なることから、ある加盟国の財政状況の悪化に伴う高インフレや金利上昇等の

影響が他の加盟国に及ぶ事態を回避するため、財政規律を遵守するための仕組

みが不可欠になっている。2015年 1 月現在で、EU の加盟国数は 28 カ国で、域

内人口は 5 億 819 万人となっている。また、ユーロ圏の加盟国数は 19 カ国で、

ユーロ圏人口は 3 億 3833万人となっている（図表 6-1 参照）。  
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図表 6-1 EU 加盟国の現状

国名 ユーロ圏 人口（1000人） GDP（百万ユー

ロ） 
一般政府財政収支

の GDP比（％） 
一般政府債務残高

の GDP比（％） 

ベルギー ○  11,258  402,027 ▲3.2 106.5 

ブルガリア  7,202  42,010 ▲2.8  27.6 

チェコ  10,538  154,738 ▲2.0  42.6 

デンマーク  5,659  257,753  1.2  45.2 

ドイツ ○  81,174  2,915,650  0.7  74.2 

エストニア ○  1,313  19,962  0.6  10.6 

アイルランド ○  4,625  185,411 ▲4.1 109.7 

ギリシャ ○  10,812  179,080 ▲3.5 177.1 

スペイン ○  46,439  1,058,469 ▲5.8  97.7 

フランス ○  66,352  2,132,449 ▲4.0  95.0 

クロアチア  4,225  43,084 ▲5.7  85.0 

イタリア ○  60,795  1,616,253 ▲3.0 132.1 

キプロス ○  847  17,506 ▲8.8 107.5 

ラトビア ○  1,986  24,059 ▲1.4  40.0 

リトアニア ○  2,921  36,308 ▲0.7  40.9 

ルクセンブルグ ○  562  49,428  0.6  23.6 

ハンガリー  9,849  103,216 ▲2.6  76.9 

マルタ ○  429  7,941 ▲2.1  68.0 

オランダ ○  16,900  662,770 ▲2.3  68.8 

オーストリア ○  8,584  329,295 ▲2.4  84.5 

ポーランド  38,005  413,133 ▲3.2  50.1 

ポルトガル ○  10,374  173,045 ▲4.5 130.2 

ルーマニア  19,861  150,018 ▲1.5  39.8 

スロベニア ○  2,062  37,303 ▲4.9  80.9 

スロバキア ○  5,421  75,214 ▲2.9  53.6 

フィンランド ○  5,471  205,178 ▲3.2  59.3 

スウェーデン  9,747  430,258 ▲1.9  43.9 

イギリス  64,767  2,222,912 ▲5.7  89.4 

EU（28カ国） 508,191 13,944,015 ▲2.9  86.8 

ユーロ圏（19カ国） 338,335 10,126,889 ▲2.4  91.9 

（注）人口は 2015年 1 月 1 日現在、他は 2014年 
（出典）Eurostat 

3.2 統治機構  

EU の主要機構には、①欧州理事会（European Council）、②欧州議会（European 

Parliament）、③理事会（Council of the European Union）、④欧州委員会（EC）

がある（図表 6-2 参照）。欧州理事会は最高意思決定機関で、加盟国の大統領

又は首相で構成される。欧州議会は立法機関で、加盟国における直接選挙で選

出される 751 名の議員で構成される。議員の任期は 5 年で、直近では、2014年

5 月に選挙が行われた。理事会は立法機関で、加盟国の担当閣僚で構成され、

総務・対外関係、経済・財政問題、司法・国内問題協力等の 10 の理事会が設置

されている。このうち EU の財政問題を所管しているのは、経済・財政問題理

事会（ECOFIN）である。欧州委員会は行政機関で、加盟国から選出される 28

名の委員（うち 1 名は委員長）により構成され、各委員はそれぞれ個別の政策

分野を所管する。委員長は欧州理事会が欧州議会に候補者を提案し、欧州議会

により選出される。また、委員は委員長が理事会の同意・採択を経た後、欧州
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議会に候補者を提案し、欧州議会が欧州委員会全体を承認する。その後、欧州

理事会が欧州委員会を任命することになっている。委員長及び委員の任期は 5

年で、欧州議会の選挙後に任命される。これ以外に、EU には EU 司法裁判所、

欧州会計検査院（ECA）、欧州中央銀行等が設置されている。  

 

図表6-2 EUの統治機構

最高意思決定機関 欧州理事会 各加盟国の首脳により構成

（ ）European Council

欧州議会 名の議員により構成751

（ ）European Parilament

立法機関

理事会 各加盟国の閣僚により構成

政策分野別に の理事会が設置（ ）Council of the European Union 10

行政機関 欧州委員会 名の委員（うち 名は委員長）により構成28 1

（ ） 各委員が個別の政策分野を所管Euopean Commission

（出典）根岸（ ）図表 （ ）に加筆修正2014a 2 p. 117

 

3.3 法令体系  

EU の法令は通常、立法手続を通じて欧州議会及び理事会で審議され、欧州議

会と理事会の双方の合意を得て成立する。EU では、欧州委員会が法案提出権を

独占しており、欧州議会及び理事会は欧州委員会に対する法案提出請求権を有

するものの、法案提出権を有していない。EU の法令には、①規則（Regulation）、

②指令（Directive）、③決定（Decision）がある。規則は全加盟国に直接適用さ

れ、各国の国内法よりも優先される。指令は全加盟国にその内容に沿って国内

の法令を改正することを義務付ける。決定は特定の加盟国、企業、個人等に適

用される。これ以外に、法的拘束力のないものとして勧告（Recommendation）

及び意見（Opinion）が出されることがある。  

 

4 調査の結果 

実態調査に当たっては、事前に、文献調査を行って具体的な質問事項を作成

し、調査の対象機関に送付した（附録 2 参照）。調査の対象機関からは、質問

事項に対する回答を得るとともに、参考資料及び参考資料が掲載されているウ

ェッブサイトアドレスの提供を受けた。調査の対象機関からの説明及び参考資
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料に基づく、調査の結果は次のとおりである。 

4.1 EPSAS の背景 

2009 年以降の欧州債務危機は、EU の各国政府が財政的安定性を明確に示す

とともに、信頼性と透明性の高い財務データを公表する必要性を明らかにした。

これは、ギリシャ政府の財務データの信頼性の欠如が欧州債務危機の一因にな

ったことに表れている。理事会は、過剰な政府の財政赤字を回避する目的で加

盟 国 に 課 せ ら れ て い る 欧 州 連 合 運 営 条 約 （ Treaty on the Functioning of the 

European Union：TFEU）の義務を順守させるため、2011年 11 月に「加盟国の

予算枠組みの要件に関する理事会指令（Council Directive 2011/85/EU）」を発し

た。この指令において、各加盟国は自国の公会計制度に関して、一般政府を構

成する全部門を包括的にかつ一貫性をもって対象にするとともに、1995年欧州

経済計算（European System of Accounts：ESA）基準の基礎となるデータを準備

するため、発生主義に基づくデータを提供するために必要な情報を有するもの

を整備するとされた（第 3 条第 1 項）。各加盟国がそれぞれ個別に発生主義会

計基準を設定・適用するよりは、全加盟国の一般政府に適用される統一的な発

生主義会計基準を設定・適用した方が、コスト効率性が高く、また、透明性と

比較可能性が高まるため、EPSAS を設定・適用する EPSAS プロジェクトが開

始された。  

4.2 EPSAS の目的 

各加盟国は TFEU 第 126 条及び過剰財政赤字手続に関する議定書第 12 号

（Protocol No 12 on the Excessive Deficit Procedure）第 1 条により、一般政府の

財政赤字が対 GDP 比で 3％、一般政府の債務残高が対 GDP 比で 60％を超えな

いことが義務付けられているが、この財政目標は、ESA で設定されている。ESA

基準は発生主義を採用しているため、基礎データが現金主義で提供されている

場合、これらのデータは、発生主義のデータに変換されなくてはならないが、

マクロレベルでの見積りにより調整されるため、変換された発生主義のデータ

は概算に止まることになる。また、ミクロレベルにおいて発生主義による財務

情報が存在しない場合には、財務取引や貸借対照表は様々な情報源から引き出

さなければならないため、非財務情報により算定される赤字と財務情報により

算定される赤字の間に統計的な矛盾を生じさせることになる。ESA 基準による

統計情報の品質は、その基礎データに大きく依存しているため、欧州委員会は

全加盟国の一般政府に適用される統一的、かつ、ESA 基準と矛盾しない発生主

義会計基準、つまり、EPSASを設定・適用することとした。これにより、ESA
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基準による統計情報に対する信頼性が高まり、財政状況の測定、報告及び予測

が改善される。EPSASの第一義的な目的は、財政目標を設定している ESA の品

質の向上を図ることである。  

これに加え、加盟国では、EPSASの適用により、財務情報の透明性と比較可

能性が高まるため、財務管理の効率性が改善するとともに、説明責任が向上す

ることが期待されている。また、特に発生主義会計を採用していない加盟国で

は、意思決定に有用な財務情報を入手できるようになる。  

4.3 IPSAS の適用性 

2011年 11 月の理事会指令（2011/85/EU）では、IPSASが現在、国際的に認知

された唯一の包括的な公会計基準であるため、欧州委員会は 2012年 12 月まで

に、IPSASを加盟国に適用できるかどうか評価することとされた（第 16 条第 3

項）。欧州委員会は 2013年 3 月に評価結果を欧州委員会報告書「加盟国におけ

る統一的な公会計基準の適用に向けて－加盟国に対する IPSASの適用性－」に

まとめ、理事会及び欧州議会に報告した。この報告書では、加盟国（評価時点

で 27 カ国）のうち 15 カ国では、国の公会計基準が何らかの形で IPSASに言及

していたが、 IPSAS を完全適用していた加盟国は皆無であることが明らかにさ

れた。また、報告書では、全加盟国の一般政府に適用される統一的な発生主義

会計基準の必要性が認識されたものの、現在の IPSASをそのまま加盟国に適用

することは困難であることも明らかにされ、その理由として、以下の点が指摘

された。  

（ア）現在の IPSASでは、同一の取引・事象に対して複数の会計処理の選択適

用を認めているため、統一化が阻害され、比較可能性が損なわれる。選択

適用の例として、有形固定資産の当初認識後の測定における原価モデルと

再評価モデルの選択適用等がある。  

（イ）現在の IPSASには、公的部門に特有の取引・事象に関するすべての基準

が含まれているわけではないため、会計基準としては不完全である。開発

されていない例として、税収、社会保障給付、年金、文化遺産等に関する

基準がある。  

（ウ）IPSASBは現在、概念フレームワークを作成しているが、概念フレームワ

ークが完成した後、 IPSAS のうちいくつかの基準は見直される可能性があ

るため、現在の IPSASは安定的な基準とはいえない。  

（エ） IPSAS は現在、民間部門の IPSASB によって開発されているため、加盟

国の政府機関は基準の開発過程や IPSASBの監視に関与できない。  

（オ）IPSASBは現在、限られた資源しか有していないため、財政危機等の緊急
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事態に対応した基準や推奨実務ガイドラインの開発を速やかに、かつ柔軟

に行うことができない。  

4.4 EPSAS プロジェクトのスケジュール 

2013年 3 月の欧州委員会報告書では、全加盟国の一般政府に適用される統一

的な発生主義会計基準、つまり、EPSASの必要性が認識され、その設定と適用

については、政治的な決定を得て段階的に実施していくこととされた。欧州統

計局は 2014 年 4 月の時点で、EPSASプロジェクトを次の 3 段階を経て実施す

ることを予定していた。  

（ア）第 1 段階は 2013年中頃から 2014年中頃までで、EPSASのガバナンス、

EPSAS の 要 求 事 項 等 に 関 す る 欧 州 委 員 会 報 告 書 （ Commission 

Communication）を作成する。  

（イ）第 2 段階は 2014 年中頃から 2015 年末までで、EPSASのガバナンス、

EPSASの要求事項等に関する法的枠組み（Framework Regulation ）を決定

する。  

（ウ）第 3 段階は 2015年末から 2020年までで、EPSASの承認と段階的な適用

を行う。  

 また、第 2 段階及び第 3 段階については、さらに次の 4 つのステップを経

て実施することを予定していた（図表 6-3 参照）。  

 

図表6-3 EPSASのスケジュール

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021行程 年

法的枠組みと開始貸借対照表

（ 、 、EPSASの第一陣 税収 社会保障給付

年金等）

の第二陣EPSAS

連結と公的部門の財務諸表（ ）WGA

（注） ：基準の設定； ：基準の適用

（出典） （ ） に加筆修正EC 2014c p. 17

 

（エ）第 1 ステップは 2014年初めから 2018年末までで、EPSASに関する法的

枠組みの決定と開始貸借対照表を作成する。  

（オ）第 2 ステップは 2015年初めから 2019年末までで、第一陣の EPSAS（税

収、社会保障給付、年金等）の設定と適用を行う。  

（カ）第 3 ステップは 2016年初めから 2019年末までで、第二陣の EPSASの設
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定と適用を行う。  

（キ）第 4 ステップは 2017年初めから 2020年末までで、連結と公的部門の財

務諸表（Whole of Government Accounts：WGA）を作成する。  

4.5 EPSAS のガバナンス 

欧州統計局は将来の EPSAS のガバナンスに関し関係者の意見を参考とする

ため、2013年 11 月に意見公募資料（Public Consultation Paper）を公表した。こ

れによると、EPSASのガバナンス構造は次のように提案されており（図表 6-4

参照）、事務局機能はいずれも欧州委員会が果たすことになっている。  

（ア）EPSASの開発計画と EPSASの原案の承認を行う EPSAS委員会（EPSAS 

Committee）を設置する。この委員会は、各加盟国が任命する行政機関のハ

イレベルの委員で構成され、欧州委員会の代表者が委員長を務める。また、

他の EPSAS関係者もオブザーバーとして参加する。  

（イ）EPSAS委員会の下に、ワーキンググループを設置する。このワーキング

グループには、EPSAS の原案を開発する EPSAS 基準ワーキンググループ

（EPSAS Standards Working Group）と EPSASの有権解釈を行う EPSAS解

釈ワーキンググループ（EPSAS Interpretation Working Group）がある。ワー

キンググループは、各加盟国が任命する公的部門の基準設定及び政府会計

の専門家で構成され、欧州委員会の代表者が議長を務める。また、他の

EPSAS関係者もオブザーバーとして参加する。  

（ウ）ワーキンググループの下に、EPSASに関してテーマごとに技術的に詳細

な準備作業を行う EPSASタスクフォース（EPSAS Task Force）を時限的に

設置する。このタスクフォースは、各加盟国が任命する公的部門の基準設

定及び政府会計の専門家で構成され、欧州委員会の代表者が議長を務める。

また、他の EPSAS関係者もオブザーバーとして参加する。  

（エ） EPSAS の設定過程を監視する EPSAS ガバナンス諮問委員会（EPSAS 

Governance Advisory Board）を設置する。この委員会は、公会計基準設定の

分野で優れた能力を有する専門家で構成される。委員長は理事会が欧州委

員会との協議を経た後、欧州議会の同意を得て任命する。また、委員は欧

州議会及び理事会が欧州委員会との協議を経た後、それぞれ同数を任命す

る。  

（オ）EPSASの原案を開発する初期過程において幅広く関係者の意見を反映さ

せるため、EPSAS技術的助言グループ（EPSAS Technical Advisory Grope）

を設置する。このグループは、会計及び監査の職業的専門家、EPSASを適

用する財務諸表の作成者、統計学の専門家、学識経験者等で構成される。
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議長は委員の選挙で選出する。また、委員の一部は欧州委員会が欧州議会

及び理事会との協議を経て任命し、他はそれぞれの所属長が直接任命する。 

EPSASのガバナンス構造は、欧州統計局の（案）のままであり、調査時点で、

当初 2014年中頃までに予定していた EPSASのガバナンスに関する欧州委員会

報告書は作成されていない。  

 

図表6-4 EPSASのガバナンス構造

理事会 欧州議会

欧州委員会

委員会 ガバナンス諮問委員会EPSAS EPSAS

基準ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 解釈ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟEPSAS EPSAS

ﾀｽｸﾌｫｰｽ ﾀｽｸﾌｫｰｽEPSAS EPSAS

技術的助言ｸﾞﾙｰﾌﾟEPSAS

（注） ：監視； ：基準の設定と適用； ：専門的助言と意見

EC 2013b Annex 2（出典） （ ）

 

4.6 EPSASの設定  

2013年 3 月の欧州委員会報告書では、現在の IPSASをそのまま加盟国に適用

することは困難であるとされたが、同時に、EPSASを設定する場合、 IPSASが

参考になるとされた。この報告書では、EPSASの要求事項として、①発生主義

会計、②複式簿記、③国際的に統一化された財務報告、④ESA 原則との整合性

が挙げられている。また、欧州統計局は現在の IPSAS（評価時点で 32 基準）を

EPSASの設定において、①わずかな調整で、又は調整を行わないで適用可能な

基準（1、2、3、4、5、9、10、11、12、14、16、19、27、32）、②調整により、

又は会計処理の選択適用から限定適用の変更により適用可能な基準（7、8、13、

15、17、18、20、21、22、23、24、25、26、31）、③修正により適用可能な基

準（6、28、29、30）に分類している（図表 6-5 参照）。  

EPSASは欧州委員会により要求事項が示され、欧州統計局によりその基礎と

なる IPSAS が 3 分類されただけであり、調査時点で、当初 2015 年初めから予

定していた EPSASの設定は行われていない。  
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図表 6-5 EPSAS 設定の基礎となる IPSAS の分類 

IPSAS 名 称 完全適用 調整適用 修正適用 

IPSAS  1 財務諸表の表示 ○   

IPSAS  2 キャッシュ・フロー計算書 ○   

IPSAS  3 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 ○   

IPSAS  4 外国為替レート変動の影響 ○   

IPSAS  5 借入コスト ○   

IPSAS  6 連結財務諸表と個別財務諸表   ○ 

IPSAS  7 関連法人への投資  ○  

IPSAS  8 合弁事業に対する持分  ○  

IPSAS  9 交換取引からの収益 ○   

IPSAS 10 超インフレ経済化における財務報告 ○   

IPSAS 11 工事契約 ○   

IPSAS 12 棚卸資産 ○   

IPSAS 13 リース  ○  

IPSAS 14 後発事象 ○   

IPSAS 15 金融商品：開示及び表示  ○  

IPSAS 16 投資不動産 ○   

IPSAS 17 有形固定資産  ○  

IPSAS 18 セグメント別報告  ○  

IPSAS 19 引当金、偶発債務及び偶発資産 ○   

IPSAS 20 関連当事者についての開示  ○  

IPSAS 21 非資金生成資産の減損  ○  

IPSAS 22 一般政府部門の財務情報の開示  ○  

IPSAS 23 非交換取引からの収益（租税及び移転）  ○  

IPSAS 24 財務諸表における予算情報の表示  ○  

IPSAS 25 従業員給付  ○  

IPSAS 26 資金生成資産の減損  ○  

IPSAS 27 農業 ○   

IPSAS 28 金融商品：表示   ○ 

IPSAS 29 金融商品：認識と測定   ○ 

IPSAS 30 金融商品：開示   ○ 

IPSAS 31 無形資産  ○  

IPSAS 32 サービス移譲契約：譲与者 ○   

（注）完全適用には軽微な調整を含み、調整適用には会計処理の選択適用から限定適用への変更を含む。 
（出典）EC（2013a）ANNEX 7.1（pp. 125-126） 

 

4.7 EPSASの法的枠組み  

全 加 盟 国 に EPSAS を 適 用 さ せ る た め に は 、 EPSAS の 枠 組 み を 法 制 化

（ Framework Regulation）する必要がある。その前段階として、欧州委員会は

EPSAS の法的枠組みに関する欧州委員会報告書を欧州議会及び理事会に提出

する必要がある。その後、欧州委員会は EPSASの枠組みに関する法案を欧州議

会及び理事会に提出することになる。欧州統計局は、法制内容として次の事項

を予定している。  

（ア）EPSASのガバナンスと EPSAS委員会の設置  

（イ）EPSASのガバナンスの基礎となる原則  

（ウ）EPSASを適用するためのデュープロセス  

（エ）EPSASの要求事項  

（オ）EPSASのスターティングポイントとしての IPSASの位置付け  

EPSASの枠組みは、欧州統計局により法制内容が示されただけであり、調査

時点で、当初 2014年中頃までに予定していた EPSASの法的枠組みに関する欧
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州委員会報告書は作成されていない。  

4.8 EPSAS 適用の便益 

欧州統計局は加盟国が一般政府に EPSAS を適用した場合に生じる便益を分

析する研究業務を PwC ブッリュセルに委託した。PwC ブッリュセルは、加盟国

へのアンケート結果、既に公的部門に発生主義会計を導入した国の優良事例の

分析を行い、分析結果を委託研究報告書「公的部門に発生主義会計を適用した

場合の費用を含めた潜在的な影響に関する情報、及び各 IPSASの適用性に関す

る技術的分析」にまとめ、2014年 8 月に欧州統計局に提出した。この報告書に

よると、EPSAS適用の便益として次の事項が挙げられている。  

（ア）ESA 統計情報の基礎データの品質が向上するため、各加盟国においてマ

クロレベルでの財政状況の監視が改善され、財政目標の達成を目指しなが

ら財政政策に関する意思決定が行われるようになる。  

（イ）政府の財政状態について包括的な財務情報が入手できるため、各加盟国

において財政の長期的な持続可能性に関する評価が可能となり、世代間負

担の公平性を考慮しながら財政政策に関する意思決定が行われるようにな

る。  

（ウ）公的主体のサービス提供に関するフルコスト情報が入手できるため、公

的主体においてサービス提供の効率性の評価が可能となり、効率性の向上

を目指しながらサービス提供に関する意思決定が行われるようになる。  

（エ）統一化された公会計基準の適用により、統一化された公監査の手続きが

行われるため、EU 域内において財務監査の品質が向上するようになる。  

（オ）公的資源の使用に関する効率性と有効性の評価に資する財務情報が入手

できるため、議会での審議や市民による監視に活用され、政府による民主

的な説明責任の履行が改善されるようになる。  

（カ）政府が投資家に提供する財務諸表の信頼性が向上するため、国際金融市

場において投資家の意思決定が合理的に行われ、政府発行債券の借入金利

が低下するようになる。試算によると、借入金利 1％の低下は、EU 全体で

10 億ユーロの節減をもたらす。  

4.9 EPSAS 適用の費用 

欧州統計局は加盟国が一般政府に EPSAS を適用する場合に生じる費用を分

析する研究業務も PwC ブッリュセルに委託した。PwC ブッリュセルは、加盟国

の会計制度の現状、既に公的部門に発生主義会計を導入した国の費用の分析を

行うとともに、EU 全体で EPSASの適用に要する費用の試算を行い、分析と試
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算の結果を上記の委託研究報告書に含めた。分析と試算では、EPSASが未だ開

発されていないため、 IPSAS を適用することが想定されている。報告書では、

EPSAS適用に要する費用は、 IT 費用と非 IT 費用に分類されている。 IT 費用と

は、EPSASを適用する IT システムの開発又は改修に要する費用のことである。

また、非 IT 費用とは、①EPSASに対応した会計処理の原則及び手続の作成に

要する費用、②開始貸借対照表、初度適用の財務諸表を作成するための基礎デ

ータの収集に要する費用、③継続適用の財務諸表を作成するための基礎データ

の収集に要する費用、④会計担当職員の研修に要する費用、⑤内部統制の変更

に要する費用のことである。  

これらの費用の決定要因は、一般政府の規模と複雑性、政府会計の成熟度、

現存する IT システムの成熟度、そして、新たな IT システムを開発するかどう

かである。EU 全体でみると、EPSAS の適用に要する費用は、各加盟国が既存

の IT システムをすべて改修して適用する場合には 12 億～21 億ユーロ、各加盟

国が既存の IT システムのうち成熟度の低いものだけをすべて新規に開発して

適用する場合には 18 億～69 億ユーロ、それぞれ掛かると試算されている。ま

た、これらの費用の GDP 比は、0.009～0.053％となっている。  

EPSAS適用の費用のうち主なものは一回限りで、かつ一定の期間、つまり、

EPSASプロジェクトの実施期間（約 5 年間）にしか発生しないが、EPSAS適用

の便益はより長期間にわたって発生する。このため、便益は金銭価値化するこ

とが困難であるものの、欧州統計局としては、費用を上回ると評価している。  

4.10 EPSAS の内部統制 

既に述べたとおり、各加盟国は 2011年 11 月の理事会指令（Council Directive 

2011/85/EU）で、公会計制度に発生主義会計を導入することを義務付けられた

が、発生主義会計導入後の公会計制度は、内部統制に服するとされている（第

3 条第 1 項）。EPSASプロジェクトでも、有効な内部統制は、高品質の財務報

告を作成するための前提条件とされているが、欧州統計局によると、全加盟国

に統一的な内部統制の概念、法制度、基準等を適用することは想定しておらず、

各加盟国の裁量に委ねるとしている。  

現状では、内部統制の概念、法制度、基準等は加盟国により異なっているが、

何らかの内部統制は存在している。加盟国（国レベル）の内部統制は、概念的

に、集権化された内部統制と分権化された内部統制に分けられる。集権化され

た内部統制とは、行政府内に独立した財務監査総監（ Inspection Générale des 

Finances）等の機関を設置し、公的資金を使用するすべての機関を統一的に監査

する仕組みのことである。また、分権化された内部統制とは、公的主体の管理
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者とその他の職員によって実施される総合的なプロセスのことで、リスクに対

応するとともに、当該公的主体の任務を遂行する中で、①経済的、効率的及び

効果的な業務の遂行、②説明責任の履行、③関連法令への準拠、④資産の保全

の達成に関して合理的な保証を提供する仕組みのことである。分権化された内

部統制を採用している加盟国では、内部統制の設置が法令で義務付けられてい

ることが多い。この場合、公的主体は、内部統制基準としてトレッドウェイ委

員 会 支 援 組 織 委 員 会 （ COSO） の 統 合 的 枠 組 み （ Internal Control-Integrated 

Framework）や最高会計検査機関国際組織（ INTOSAI）の公的部門の内部統制基

準ガイドライン（Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector）

を適用している。また、公的主体はそれぞれの内部統制の有効性に関して自己

評価した報告書を作成し、当該公的主体の年次報告書又は年次財務諸表に掲載

又は添付している。  

4.11 EPSAS の財務監査 

既に述べたとおり、各加盟国は 2011年 11 月の理事会指令（Council Directive 

2011/85/EU）で、公会計制度に発生主義会計を導入することを義務付けられた

が、発生主義会計導入後の公会計制度は、独立した監査に服するとされている

（第 3 条第 1 項）。EPSASプロジェクトでも、外部監査人による財務監査は、

高品質の財務報告を作成するための前提条件とみなされているが、欧州統計局

によると、全加盟国に統一的な監査実施主体、監査基準等を適用することは想

定しておらず、各加盟国の裁量に委ねるとしている。  

現状では、一般政府の財務監査の実施状況は加盟国により異なり、行われて

いない国もある。監査実施主体については、①最高会計検査機関（Supreme Audit 

Institutions：SAI）が一般政府の全部門を監査している場合、②SAI が連邦政府

及び中央政府を含む一般政府の一部を監査している場合、③連邦政府及び中央

政府の SAI 以外の監査機関、州政府及び地方政府の監査機関がそれぞれの監査

を行っている場合、④民間の監査法人又は公認会計士が連邦政府、中央政府及

び州政府を除く一般政府の一部を監査している場合がある。監査基準について

は、①国際監査基準（ International Standards on Auditing： ISA）及び最高会計検

査機関国際基準（ International Standards of Supreme Audit Institutions： ISSAI）を

完全適用している場合、② ISA 及び ISSAI を調整適用している場合、③ ISA 及

び ISSAI を 参 考 に し て い る 場 合 、 ④ 欧 州 監 査 基 準 （ European Standards of 

Auditing）を参考にしている場合、⑤独自の監査基準を適用している場合があ

る。  
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4.12 EPSAS と発生主義予算 

PwC ブッリュセルの委託研究報告書では、発生主義予算へも言及しており、

発生主義会計は発生主義予算を導入する前提と考えられている。これは、既に

発生主義予算を導入した国から、導入の効果に対して肯定的な評価が寄せられ

ているからである。発生主義予算については、加盟国ではオーストリア、イギ

リス及びドイツ（ヘッセン州）が導入している。また、加盟国以外の欧州では

スイスが導入している。これらの国では、効果として、①より長期的な視点で

政策の選択に関する意思決定ができること、②予算を反映した予定財務諸表と

実績の比較ができること、③フルコストで予算と実績を直接比較ができるため、

差異分析の結果を予算編成に反映できることなどを挙げている。欧州統計局に

よると、EPSASプロジェクトは、全加盟国の一般政府に統一的な発生主義会計

基準を適用し、最終的に公的部門の財務諸表（WGA）を作成することを目指し

ており、その後、発生主義予算を導入するかどうかは、各加盟国の裁量に委ね

るとしている。  

4.13 EPSAS プロジェクトの現状と今後の見込み 

EPSASプロジェクトの調査時点の現状は、EPSASのガバナンスに関する意見

公募資料に対する応募意見の分析を行い、その結果に基づいて、EPSASの法的

枠組みに関する欧州委員会報告書の作成を準備している段階である。この欧州

委員会報告書の作成は、当初 2014年中頃までに終えることを予定していた。従

って、現在のところ、EPSASは存在しない。  

欧州統計局は認めていないが、他の調査対象機関によると、EPSASプロジェ

クトが遅れている背景には、欧州委員会内部の事情と加盟国の抵抗があるとさ

れている。欧州委員会内部の事情とは、欧州委員会委員長の交代である。  

バローゾ前委員長は EPSAS プロジェクトを積極的に推進してきたが、2014

年 5 月に行われた欧州議会選挙後に退任した。2014 年 11 月には、ユンカー前

ルクセンブルグ首相が欧州委員会委員長に就任したが、ユンカー委員長の政策

構想において、EPSASプロジェクトの優先順位は低いとされ、積極的な指導力

は発揮されていない。  

また、加盟国の抵抗とは、ドイツの EPSAS適用に対する反対である。ドイツ

の財政状態は、現在のところ他の加盟国より比較的良好であるが、EPSASを適

用することになれば、将来的に年金債務を計上せざるを得なくなり、他の加盟

国と同様のレベルに財政状態が悪化するのでないかということである。つまり、

透明性が向上することで、国際金融市場において借入金利が上昇することを懸

念しているのではないかということである。  
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EPSASの法制化には、欧州委員会からの法案の提出と、欧州議会及び理事会

の同意が必要であるため、上記の事情を顧みると、EPSASプロジェクトが確実

に実施されるかどうかは予断を許さないといえよう。  

4.14 参考 

4.14.1  EUの会計制度  

EU 諸機関には、2005 年から発生主義会計が導入されているが、適用される

会計基準は、IPSASを基礎としている。EU には、欧州委員会とその他の諸機関

に会計責任者（Accounting Officer）が置かれ、予算を執行するとともに、個別

決算書を作成している。この個別決算書は、財務諸表と予算実績報告書で構成

される。会計責任者はそれぞれの機関の個別決算書を作成するが、欧州委員会

の会計責任者は、これらを連結した EU の連結決算書を作成することが義務付

けられている。欧州委員会の会計責任者は、EU の連結決算書の作成に当たり、

EU 財務規則（EU Financial Regulation）第 143 条第 1 項に基づき、国際的に認

められた公会計基準、つまり、 IPSAS を基礎とした会計基準を適用することと

されている。会計責任者は IPSASを基礎とするものの、資産、負債、収益、費

用及びキャッシュフローを真実かつ公正に表示するために必要がある場合に

は、 IPSAS の調整適用を行うことが認められている。また、 IPSAS が開発され

ていない EU 固有のトピックについては、会計基準諮問グループの助言を得な

がら独自の会計基準を設定している。これらには、費用及び未払金（Expenses 

and payables）及び事前資金調達（Pre-financing）に関する基準がある。さらに、

欧州委員会の会計責任者は、EU 財務規則第 152 条に基づき、その他の諸機関の

会計責任者との協議を経て、これらの機関に適用される会計基準を設定する権

限が与えられている。この基準は、EU 財務規則第 143 条に準拠するため、IPSAS

が基礎となる。  

 

4.14.2  EUの検査制度  

EU の検査は、ECA が行っている。ECA は 1975年のブッリュセル条約により

設立され、1992年のマートリヒト条約により決算の信頼性と合規性に関する年

次報告を行うこととされた。ECA は現在、TFEU 第 287 条及び EU 財務規則第

159 条に基づき、連結財務諸表と連結予算実績報告書で構成される EU の連結

決算書、及びこの連結決算書の裏付けとなっている取引の合規性を検査するこ

とを義務付けられている。ECA の役割は、検査結果に基づき、連結決算書の信

頼性とその裏付けとなる取引の合規性について、欧州議会及び理事会に保証を

提供することである。ECA は法令で義務付けられているわけではないが、自己
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の裁量で、 IFAC の ISA と職業倫理規程、及び INTOSAI の ISSAI に準拠して検

査を行い、年次報告書において、連結決算書に重要な虚偽表示がないかどうか、

及びその裏付けとなる取引が関連法令に準拠しているかどうか合理的保証を行

っている。また、ECA は EU 諸機関の個別決算書についても同様の検査を行い、

その検査結果に基づき、機関別の特定年次報告書を作成している。  

4.14.3  EPSASと ECA 

2013年 11 月の EPSASのガバナンスに関する意見公募資料では、EPSASのガ

バナンスを監視する役割を担う機関として理事会、欧州議会とともに ECA が挙

げられていた。EPSASが全加盟国の一般政府に適用されることになれば、EU 諸

機関にも適用されることが考えられる。この場合、EPSASが適用された連結決

算書及び個別決算書の検査を行うのは ECA であるため、ECA としては、独立

性を確保しながら、EPSASのガバナンスにおいて一定の監視機能を果たしてい

きたいとしている。  

5 今後の研究課題 

EPSASプロジェクトの第一義的な目的は、ESA 基準と整合性が取れた財務デ

ータを提供することにより、ESA の品質の向上を図ることである。これは、財

政目標が ESA で設定されているため、EPSAS を適用した財務データの提供に

より、ESA に対する信頼性が高まり、財政目標の測定、報告及び予測が改善さ

れるからである。今回の実態調査では、財務報告と国民経済計算の整合性を取

ることの重要性を再認識することができた。一方、わが国の新公会計基準では、

国民経済計算の品質の向上を図ることを目的とはしていないが、わが国におい

ても、財政目標は国民経済計算で設定されているため、国民経済計算と整合性

が取れた財務データを提供するという観点から、新公会計基準の改訂等に向け

た提案を検討する必要がある。  

また、EPSASプロジェクトでは、 IPSASの全基準をそのまま採用することは

しないが、一部の基準を除き、完全適用または調整適用することとしているた

め、今回の実態調査で、 IPSAS の会計基準としての有用性を確認することがで

きた。EPSAS プロジェクトが IPSAS をベンチマークとしたのは、 IPSAS が現

在、国際的に認知された唯一の包括的な公会計基準であり、特定の国の制度を

前提としていないからであろう。  

ちなみに、わが国の新公会計基準を IPSASと比較すれば、新公会計基準は、

①地方公共団体の内部者が財政の効率化・適正化を図るため、財務書類を活用
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することを重視していること、②税収について「持分説」を採用しているため、

世代間負担の公平性に関するフロー情報は、純資産変動計算書において、純行

政コストから税収等の財源を控除した本年度差額に表示されること、③減損、

資産除去債務、退職後給付（年金）等において負債及び費用の一部が認識され

ないため、フルコストが表示されないこと、④サービス業績情報の作成が義務

付けられていないため、サービスのコストに関する情報が提供されないことな

どが明らかになっている。 

したがって、地方公共団体の内部者が財政の効率化・適正化を図るために財

務書類を活用することを重視しているにもかかわらず、新公会計基準と IPSAS

の乖離の中には、効率性の評価で重要な役割を果たすコスト情報に影響を及ぼ

すものも含まれている点は重要な論点になると考えられる。特に、固定資産の

減損、資産除去債務及び従業員給付（退職年金）については、わが国の公会計

の一部において既に IPSASが適用されていて、地方公共団体にも一定の効果が

期待できるため、今後、新公会計基準の改訂に向けた提案を検討していきたい。 
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附録 1 現地調査  

1. 日程  

月日（曜日） 時間  日程  宿泊  

8 月 16 日（日） 11 :40 

16:05 

18:10 

19:40 

成田国際空港発（ SK984）  

カストルップ国際空港着

カストルップ国際空港発（ SK597）

ブリュッセル国際空港着  

ブリュッセル（ Royal  Windsor  Hote l  Grand  

Place）  

8 月 17 日（月） 12 :30

～  

13 :30 

13:30

～  

16 :00 

16:00

～  

17 :00 

PwC ブリュッセル主催昼食会  

PwC ブリュッセル（調査事項）  

PwC ブリュッセル（ ICAEW との会

合）  

同上  

8 月 18 日（火） 10 :00

～  

12 :00 

欧州会計士連盟  同上  

8 月 19 日（水） 8 :30 

12:30 

14:00～  

16

:00 

19:00

～  

21 :00 

ブリュッセル駅発  

ルクセンブルグ駅着

欧州会計検査院  

武田参事官主催夕食会  

ルクセンブルグ（ Mercure  Grand Hote l  A l fa

Luxembourg）  

8 月 20 日（木） 10 :00～  

12

:30 

欧州統計局  同上  

8 月 21 日（金） 9 :00 

13:00 

ルクセンブルグ駅発

ブリュッセル駅着  

ブリュッセル（ Hi l ton  Brussels  Grand  Place） 

8 月 22 日（土） 10:30 

12:00 

15:45 

ブリュッセル国際空港発（ SK594）  

カストルップ国際空港着

カストルップ国際空港発（ SK983）

機中泊 

8 月 23 日（日） 9 :35 成田国際空港着  

2. 訪問者  

①山浦久司（明治大学教授）

②兼村高文（明治大学教授）

③東信男（会計検査院国際検査情報分析官）

上記以外に、 PwC ブリュッセルには仲澤孝宏、三刀屋淳両公認会計士（あらた監査法人）が、欧州会計検査

院及び欧州統計局には楢崎義憲・在ルクセンブルグ日本国大使館一等書記官がそれぞれ同行した。  
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3. 訪問先対応者  

ブリュッセル  ルクセンブルグ

① PwC ブリュッセル

Mr.  Pat r i ce  Schumesch、 Partner  

Mr .  Mar t in  Manuzi、 ICAEW Europe Region Regional  

Di rector  

②欧州会計士連盟

Mr.  Ol iv ie r  Boute l l i s -Taf t、 Chie f  Execut ive  

Ms.  Pet ra  Weymul ler、 Senio r  Manager  

Mr .  Pau l  Gisby、 Manager  

③欧州会計検査院

Mr.  Ralp  Ot te、 Head o f  Un i t  fo r  the  Rel iab i l i t y  o f  

Accounts  

Mr.  Sebast ian  Mi t rowsk i、 Pres idency-Communica t ions  

and Ins t i tu t iona l  Relat ions  

④欧州統計局

Mr.  Alexandre  Makaron id is、 Head o f  Un i t、 Task  Force  

EPSAS 

Mr.  Is tvan  Var jas（ EPSAS Team Member）  

Ms.  Anabela Rodr igues（同上）  

Ms.  Carmela  Zammi t（同上）  

4. 訪問先住所  

ブリュッセル  ルクセンブルグ

① PwC ブリュッセル

PwC Brussels  

Woluwegarden  –  Woluwedal  18 

1932 Brussels  

Te l :  +32（ 0） 2 710 4211 

②欧州会計士連盟

Federat ion o f  European Accountants  

Avenue d’ Auderghem、 22-28/8  

B-1040 Brussels

Tel :  +32（ 0） 2 893 3360 

③欧州会計検査院

European Cour t  o f  Aud i tors  

12、 Rue Alc ide de Gasper i  

1615 Luxembourg 

Tel :  +352  4398-1 

④欧州統計局

Eurostat  

Joseph Bech  bu i ld ing 

5、 Rue Alphonse Weicker  

2721 Luxembourg 

Tel :  +352  4301-1 

5. 宿泊先  

ブリュッセル  ルクセンブルグ

8 月 16 日～ 8 月 19 日  

Royal  Windsor  Hote l  Grand  Place  

5  Rue Duquesnoy 

Brussels  

Te l :  +32（ 0） 2 505 5555 

8 月 21 日～ 8 月 22 日  

Hi l ton  Brussels  Grand Place  

Car refour  de l’ Europe 3  

Brussels  

Te l :  +32（ 0） 2 548 4211 

8 月 19 日～ 8 月 21 日  

Mercure  Grand Hote l  A l fa  Luxembourg  

16、 Place de  la  Gare  

Luxembourg Ci ty  

Te l :  +352  490 0111 

6. 現地協力者  

在ルクセンブルグ日本国大使館 一等書記官  楢崎義憲  
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附録 2 質問事項  

 
1 .  QUESTIONNAIRES to  PwC Brusse l s  

（ 1） In t roduct ion 

・  Does  PwC have documents  descr ib ing the out l ine  o f  p rocess  when PwC prov ides suppor t ing  serv ices for  

implement ing  accrua ls -based  account ing in  cent ra l  governments  and loca l  governments? 

・  We heard  that  PwC has  brushed  up the  g lobal  su rvey on  government  account ing  and repor t ing  conducted  in  

2013.  Are  there any new knowledge or  analys is?  

（ 2） Pract i ca l  p rob lems in  the f i rs t - t ime adopt ion o f  IPSAS 

・  I t  i s  sa id  that  pub l ic  sector  ent i t i es  a re  to  under take the  development  o f  IT  sys tem、 t ra in ing fo r  employees  

and assets  eva luat ion for  open ing ba lance sheet  when they adopt  accrua ls -based  account ing  fo r  the f i rs t  t ime.  

From PwC’  exper iences  o f  In te rnat ional  Pub l ic  Secto r  Account ing Standards  ( IPSAS)  implementat ion suppor t  

serv ices、 what  k ind o f  p ract i ca l  p rob lems o ther  than those d id  pub l ic  sector  ent i t ies  face and  how d id  they reso lve  

them when they adopted IPSAS for  the  f i rs t  t ime?  

（ 3） Si tuat ion a f ter  IPSAS implementat ion  

・  From PwC’  exper iences o f  IPSAS implementat ion suppor t  serv ices、 what  k ind o f  mer i ts  and demer i ts  do  

pub l ic  sector  ent i t ies  have af ter  IPSAS implementat ion? 

・  Publ ic  sector  en t i t ies  that  have implemented IPSAS are apt  to  keep cash-based  budget ing sys tem.  In  that  

case、 f rom PwC’  exper iences o f  IPSAS implementat ion suppor t  serv ices、 how IPSAS based account ing sys tem 

does cons is t  wi th  cash-based  budget ing sys tem? That  is、 how IPSAS account ing data is  u t i l i zed in  the  process  

o f  budget  compi la t ion?  

（ 4） In terna l  cont ro l  f ramework  under  IPSAS based account ing sys tem 

・  I t  i s  sa id  that  e f fect ive  in terna l  cont ro l  o f  pub l ic  account ing is  one o f  cond i t ions  that  guarantee t ime ly and 

h igh qual i t y  accrua ls -based  account ing data .  From PwC’ exper iences o f  IPSAS implementat ion  suppor t  serv ices、

what  k ind o f  in terna l  cont ro l  do  pub l ic  secto r  ent i t ies  develop when they prepare  and p resent  IPSAS f inanc ia l  

s ta tements?  In  that  case、 what  k ind o f  in terna l  cont ro l  s tandards  do they adopt?  

（ 5） Financ ia l  s ta tements  aud i t ing  f ramework  under  IPSAS based  account ing sys tem 

・  I t  i s  sa id  that  ex terna l  f inanc ia l  aud i t  o f  pub l ic  account ing is  one o f  cond i t ions  that  guarantee  t imely and  

h igh qual i t y  accrua ls -based  account ing data .  From PwC’ exper iences o f  IPSAS implementat ion  suppor t  serv ices、

Who conducts  f inanc ia l  s ta tements  aud i t  in  pub l ic  secto r  ent i t ies  when they p repare and p resent  IPSAS f inanc ia l  

s ta tements?  In  that  case、 what  k ind o f  aud i t ing  s tandards  do they adopt? 

（ 6） EPSAS implementat ion  

・  Accord ing to  PWC (2014、 p.  10)、 the implementat ion  o f  European Publ ic  Secto r  Account ing Standards  

(EPSAS) in  EU member  s ta tes  seems to  be  precond i t ion  for  adop t ion o f  accrua ls -based budget ing sys tem.  What  

k ind o f  concrete  mer i ts  wi l l  accrua ls -based  budget ing sys tem have? And i f  i t  has some mer i ts、 fo r  what  a re  those  

usefu l  o r  to  whom are  those go ing to  benef i t?  

・  Accord ing to  PWC (2014、 pp.  48-49)、 there is  a  dec is ion-mak ing  as  one o f  benef i t s  assoc ia ted wi th  EPSAS 

implementat ion.  How EPSAS account ing data  wi l l  be  concrete ly  u t i l i zed in  dec is ion-mak ing? 

・  Accord ing to  PWC (2014、 pp.  49-50)、 there  a re cost  account ing and per formance measurement  as  one o f  

benef i ts  assoc ia ted wi th  EPSAS implementat ion .  How EPSAS account ing data  wi l l  be  concrete ly  u t i l i zed  in  cost  

account ing and per formance measurement?  What  a re  the  f ina l  cos t  ob jects  in  the count r ies  re fer red in  PWC 

(2014)?  That  is、 f ina l  cos t  ob jects  are  mere ly  po l ic ies、 programs and  pro jects、 or  f ina l  cos t  ob jects  a re  output  

ind icators  and  outcome ind icators、 and then  un i t  cos t  is  measured? 

 

2 .  QUESTIONNAIRES to  Federat ion  o f  European Accountants  

（ 1） In t roduct ion 

・  We unders tand that  Federat ion o f  European Accountants  (FEE)  has been act ive ly  get t ing  invo lved in  EPSAS 

implementat ion.  Why has  FEE been act ive ly  get t ing  invo lved  and  what  k ind  o f  cont r ibu t ions has  FEE made to  

EPSAS implementat ion? 

・  We hear  that  FEE wi l l  ho ld  the pub l ic  sector  round tab le  “ Paving  the way to  accrua ls  account ing in  Europe:  

cha l lenges  and  potent ia l  so lu t ions for  t rans i t ion”  in  Ju ly .  Why wi l l  FEE ho ld  such k ind  o f  roundtab le  in  th is  

t ime and what  is  i ts  background? 

・  We unders tand  that  EPSAS implementat ion  was  t r iggered by f inanc ia l  c r is is  in  some EU member  s ta tes .  Is  
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our  unders tand ing r igh t?  

（ 2） Reasons why EU does  not  adopt  IPSAS i tse l f  

・  Accord ing to  EU (2013a、 pp.  105-107)、 there  are  severa l  reasons  why European Union (EU)  does not  adop t  

In ternat ional  Pub l ic  Sector  Account ing Standards  ( IPSAS) i tse l f  as  European Publ ic  Sector  Account ing Standards  

(EPSAS) .  Does FEE th ink  that  these concerns are appropr ia te?  

（ 3） Ut i l i za t ion  Method  o f  EPSAS account ing data  

・  Accord ing  to  EU (2013c、 p.  4 )、 there  would  be d is t inc t  benef i ts  fo r  pub l ic  sector  management  and  

governance in  adopt ing a  s ing le  set  o f  accrua ls -based  accoun t ing s tandards  at  a l l  leve ls  o f  governments  

throughout  the  EU.  In  FEE’ s  v iew、 how EPSAS account ing  data  shou ld  be  concrete ly  u t i l i zed  in  pub l ic  sector  

management  and  governance?  

（ 4） Development  o f  EPSAS 

・  Accord ing  to  EU (2013a、 Annex 7 .1)、 32 IPSAS s tandards  are  grouped as  (a)  s tandards  that  might  be  

implemented  wi th  minor  or  no  adaptat ion  (1、2、3、4、5、9、10、11、12、14、16、19、27、32)、 (b)  s tandards  

that  need adaptat ion、 or  fo r  wh ich a  se lect ive  approach  is  needed (7、 8、 13、 15、 17、 18、 20、 21、 22、 23、

24、 25、 26、 31)  and  (c)  s tandards that  are  seen  as  need ing  to  be  amended fo r  implementat ion  (6、 28、 29、 30) .  

How is  FEE cont r ibu t ing  to  the  adaptat ion  o f  group  (b )  and  amendment  o f  group  (c)  in  the  development  o f  EPSAS?  

・  Accord ing  to  EU (2013a、 p.  106)、 some ex is t ing  IPSAS s tandards are  v iewed as  incomplete、 in  par t icu la r  

concern ing  the recogn i t ion、 measurement  and d isc losure o f  pub l ic  sector  spec i f i c  t ransact ions  such as  soc ia l  

benef i ts  and  taxes.  Th is  is  one o f  reasons  why EU does not  adopt  IPSAS i tse l f  as  EPSAS.  How is  FEE cont r ibu t ing  

to  the  development  o f  top ics  that  IPSAS s tandards  have not  yet  been developed?  

（ 5） Pract i ca l  p rob lems in  the f i rs t - t ime adopt ion o f  EPSAS 

・  I t  i s  sa id  that  EU pub l ic  secto r  ent i t ies  a re  to  under take the  development  o f  IT  sys tem、 t ra in ing for  

employees  and assets  eva luat ion for  open ing  ba lance sheet  when they adopt  EPSAS fo r  the  f i rs t  t ime.  In  FEE’ s 

v iew、 what  k ind o f  pract ica l  p rob lems o ther  than  those wi l l  EU pub l ic  sector  ent i t ies  face and how they wi l l  

reso lve  them when they adopt  EPSAS for  the  f i rs t  t ime?  

（ 6） Consis tency between budget ing sys tem and  EPSAS based  account ing sys tem 

・  Publ ic  sector  ent i t ies  that  have implemented  accrua ls -based  account ing are  apt  to  keep  cash-based  budget ing  

sys tem.  In  that  case、 in  FEE’ s v iew、 how IPSAS based  account ing sys tem shou ld  cons is t  wi th  cash-based  

budget ing sys tem? That  is、 how IPSAS account ing data shou ld  be u t i l i zed  in  the  process o f  budget  compi la t ion?  

・  Accord ing to  EU (2013a、 pp.  86-87、 92-93)、 cent ra l  governments  o f  Aust r ia  and Uni ted Kingdom have 

adopted  accrua ls -based  budget ing sys tem.  Does FEE th ink  tha t  accrua ls -based  budget ing  sys tem shou ld  be  

adopted in  EU pub l ic  sector  ent i t ies  a f te r  fu l l  imp lementat ion  o f  EPSAS? 

（ 7） In terna l  cont ro l  f ramework  under  EPSAS based account ing sys tem 

・  Accord ing to  EU (2013c、 p.  9)、 ef fect ive  in te rna l  cont ro l  o f  pub l ic  account ing  i s  one o f  cond i t ions that  

guarantee t ime ly and h igh qual i t y  EPSAS account ing data.  How FEE can cont r ibu te to  the development  o f  in te rna l  

cont ro l  in  EU pub l ic  sector  ent i t i es  when they prepare  and  present  EPSAS f inanc ia l  s ta tements?  

（ 8） Financ ia l  s ta tements  aud i t ing  f ramework  under  EPSAS based account ing sys tem 

・  Accord ing to  EU (2013c、 p.  9 )、 externa l  f inanc ia l  aud i t  o f  pub l ic  account ing is  one o f  cond i t ions that  

guarantee t imely  and  h igh qual i t y  EPSAS account ing data .  How FEE can  cont r ibu te to  the  f inanc ia l  s ta tements  

aud i t  in  EU pub l ic  sector  ent i t i es  when they p repare  and p resent  EPSAS f inanc ia l  s ta tements?  

（ 9） Invo lvement  in  pub l ic  sector  assurance 

・  Accord ing  to  webs i te  o f  FEE、 FEE is  now go ing to  conduct  not  on ly  f inanc ia l  aud i t  bu t  a lso  per formance 

aud i t  as  a  par t  o f  FEE’ s  pro ject  “ Get t ing  invo lved in  pub l ic  sector  assurance” .  I t  i s  usual l y  supreme aud i t  

ins t i tu t ions (SAI)  that  conduct  f inanc ia l  aud i t  and per formance aud i t  in  cent ra l  governments .  Under  these 

c i rcumstances、 how FEE is  go ing to  get  invo lved in  f inanc ia l  aud i t  and  per formance aud i t  in  pub l ic  sector?  Is  

FEE go ing to  conduct  them as assurance engagement  f rom the  v iewpoin t  o f  independent  outs iders、 or  prov ide  

suppor t ing  serv ices for  in te rna l  aud i t  and  SAI? 

 

3 .  QUESTIONNAIRES to  European Court  o f  Audi tors  

（ 1） In t roduct ion 

・  What  is  the  coverage o f  European Cour t  o f  Aud i tors  (ECA)’  aud i t  mandate?  Is  i t  l imi ted to  the  

implementat ion o f  the  European Union  (EU)  budget?  In  that  case、 does ECA conduct  not  on ly  f inanc ia l  aud i t  o f  

the conso l idated accounts  o f  EU but  a lso  per formance aud i t  o f  EU spending p rograms?  

・  What  is  the re la t ionsh ip  between ECA and  supreme aud i t  ins t i tu t ions (SAI)  in  EU member  s ta tes?  
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（ 2） Current  pub l ic  account ing sys tem in  EU 

・  What  is  cur rent  pub l ic  account ing sys tem in  EU? 

・  Accord ing to  ECA (2014、 p.  10)、 the conso l idated accounts  o f  EU are  prepared  and presented  on the bas is  

o f  in te rnat ional l y  accepted  account ing s tandards  for  the  pub l ic  sec tor .  Does  EU app ly In te rnat ional  Pub l ic  Sector  

Account ing Standards  ( IPSAS)  in  fu l l  o r  adapt  IPSAS s tandards?  In  the  case o f  la t ter、 which  IPSAS s tandards  

are  adapted、 why and  how are  they adapted? 

・  What  is  cur rent  budget ing sys tem in  EU? Does EU adopt  per formance budget?  

・  How accrua ls -based account ing sys tem does  cons is t  wi th  cash-based budget ing sys tem in  EU? That  i s、 how 

accrua ls -based account ing data is  u t i l i zed  in  the  p rocess  o f  budget  compi la t ion?  

（ 3） Present  s i tuat ion o f  f inanc ia l  aud i t  by ECA 

・  Accord ing  to  ECA (2014、p.  10)、ECA conducts  i ts  f inanc ia l  aud i t  i n  accordance wi th  the  IFAC In te rnat ional  

Standards  on Audi t ing  ( ISA)  and  the INTOSAI In ternat ional  Standards o f  Supreme Audi t  Ins t i tu t ions ( ISSAI ) .  

Does  ECA app ly ISA and ISSAI  in  fu l l  o r  adapt  ISA s tandards and ISSAI  s tandards? In  the  case o f  la t ter、 which  

ISA s tandards  and ISSAI  s tandards are  adapted、 why and how are  they adapted? 

（ 4） Effects  o f  app l icat ion  o f  EPSAS on  f inanc ia l  aud i t  by ECA 

・  Is  EU requ i red to  app ly European Publ ic  Sector  Account ing Standards (EPSAS) when each EU pub l ic  sector  

ent i t y  app l ies  EPSAS? I f  yes、 how app l icat ion  o f  EPSAS wi l l  e f fec t  on  f inanc ia l  aud i t  by ECA? 

・  Accord ing  to  EU (2013b、 p.  6)、 the EPSAS governance would  be  sub ject  to  overs ight  by ECA.  What  k ind  

o f  concrete  ro les  does  ECA p lay in  EPSAS governance or  wi l l  ECA p lay?  

（ 5） Consis tency between budget ing sys tem and  EPSAS based  account ing sys tem in  EU 

・  Accord ing  to  webs i te  o f  EPSAS.eu、 EPSAS pro ject  a ims  at  promot ing un i form budget ing and  account ing  

s tandards for  EU pub l ic  secto r  ent i t ies .  How EPSAS based account ing sys tem wi l l  cons is t  wi th  cash-based 

budget ing sys tem in  EU i f  EU is  requ i red to  app ly EPSAS? That  i s、 how EPSAS account ing data w i l l  be u t i l i zed  

in  the  process o f  budget  compi la t ion? 

・  Accord ing to  EU (2013a、 pp.  86-87、 92-93)、 cent ra l  governments  o f  Aust r ia  and Uni ted Kingdom have 

adopted accrua ls -based  budget ing sys tem.  Is  there a poss ib i l i t y  that  accrua ls -based budget ing  sys tem would  be 

adopted in  EU af ter  fu l l  imp lementat ion  o f  EPSAS? 

 

4 .  QUESTIONNAIRES to  Eurostat  

（ 1） In t roduct ion 

・  We unders tand  that  EPSAS pro ject  was  t r iggered by f inanc ia l  c r is is  in  some EU member  s ta tes .  Is  our  

unders tand ing r igh t? 

・  How much progress has  EPSAS pro ject  made so fa r?  How much does EPSAS pro jec t  have feas ib i l i t y  o f  fu l l  

imp lementat ion? 

（ 2） Reasons why EU does  not  adopt  IPSAS i tse l f  

・  Accord ing to  EU (2013a、 pp.  105-107)、 there  are  severa l  reasons  why European Union (EU)  does not  adop t  

In ternat ional  Pub l ic  Sector  Account ing Standards  ( IPSAS) i tse l f  as  European Publ ic  Sector  Account ing Standards  

(EPSAS) .  Which  concerns  are  most  dec is ive reasons? 

・  Ind icators  o f  f i sca l  sus ta inab i l i t y  p rov ided in  the  Treaty on  the Funct ion ing o f  the European Union (TFEU)  

are  based  on  the  European System of  Accounts  (ESA 95)  accrua ls  da ta、and the  admin is t ra t ive  ob ject i ve o f  EPSAS 

is  to  generate  accrua l  data  wi th  a  v iew to  p repar ing data  based  on  the  ESA 95  s tandard  (EU (2011、 Art ic le  3) ) .  

So、 wi l l  f ramework  and  bas ic  concepts  o f  ESA 95 precede those o f  IPSAS in  the  development  o f  EPSAS? 

（ 3） Ut i l i za t ion  Method  o f  EPSAS account ing data  

・  Accord ing  to  EU (2013c、 p.  4 )、 there  would  be d is t inc t  benef i ts  fo r  pub l ic  sector  management  and  

governance in  adopt ing a  s ing le  set  o f  accrua ls -based  accoun t ing s tandards  at  a l l  leve ls  o f  governments  

throughout  the  EU.  How EPSAS account ing  data wi l l  be  concre te ly  u t i l i zed in  pub l ic  sector  management  and  

governance?  

・  Ind icators  o f  f i sca l  sus ta inab i l i t y  p rov ided in  TFEU are  current l y  based  on ESA 95 accrua ls  data、 namely  

the ra t io  o f  p lanned o r  actua l  government  def ic i t  to  GDP and the  ra t io  o f  government  debt  to  GDP.  Is  there  a  

poss ib i l i t y that  Ind icators  o f  f i sca l  sus ta inab i l i t y  would  be d i rect l y  based  on  EPSAS f inanc ia l  s ta tements?  

（ 4） Schedule  o f  development  and app l icat ion  o f  EPSAS 

・  Accord ing to  PWC (2014、 p.14)、 the tentat ive  target  date  o f  the presentat ion  o f  the f i rs t  EPSAS f inanc ia l  

s ta tements  is  2020.  What  is  the  schedule  fo r  the p resentat ion、 namely what  is  roadmap and mi les tone o f  

development、 endorsement  and  app l icat ion  o f  EPSAS? 
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・  Accord ing  to  EU (2013a、 A nnex 7 .1)、 32 IPSAS s tandards  are  grouped as  (a)  s tandards  that  might  be  

implemented  wi th  minor  or  no  adaptat ion  (1、2、3、4、5、9、10、11、12、14、16、19、27、32)、 (b)  s tandards  

that  need adaptat ion、 or  fo r  wh ich a  se lect ive  approach  is  needed (7、 8、 13、 15、 17、 18、 20、 21、 22、 23、

24、 25、 26、 31)  and  (c)  s tandards that  are  seen  as  need ing  to  be  amended fo r  implementat ion  (6、 28、 29、 30) .  

How adaptat ion  o f  group  (b )  and amendment  o f  g roup (c )  are p rogress ing now? 

・  Accord ing  to  EU (2013a、 p.  106)、 some ex is t ing  IPSAS s tandards are  v iewed as  incomplete、 in  par t icu la r  

concern ing  the recogn i t ion、 measurement  and d isc losure o f  pub l ic  sector  spec i f i c  t ransact ions  such as  soc ia l  

benef i ts  and taxes.  Th is  is  one o f  reasons  why EU does not  adopt  IPSAS i tse l f  as  EPSAS. Of  top ics  that  IPSAS 

s tandards  have not  yet  been  developed、 which  top ics  a re  scheduled to  be  developed as  EPSAS、 and how 

development  o f  such top ics  a re  progress ing now? 

・  Accord ing to  EU (2014、 p.  2)、 i t  was proposed to  p repare  a  Commiss ion Communicat ion  on EPSAS to  

prepare  the  ground fo r  a  potent ia l  l eg is la t ive  p roposal  on  EPSAS in  2015 .  What  a re  concrete  contents  o f  th is  

potent ia l  l eg is la t ive proposal  on  EPSAS or  wi l l  be?  

・  As las t  s tep o f  implement ing EPSAS、 i s  each EU member  s ta te  requ i red  to  prepare whole-o f  government  

accounts  inc lud ing cent ra l  government、 state  governments、 loca l  governments  and soc ia l  funds、 which would  

prov ide a comprehens ive  p ic ture o f  governments’  assets、 l i ab i l i t ies、 revenue and expenses in  one count ry?  

（ 5） Pract i ca l  p rob lems in  the f i rs t - t ime adopt ion o f  EPSAS 

・  I t  i s  sa id  that  EU pub l ic  secto r  ent i t ies  a re  to  under take the  development  o f  IT  sys tem、 t ra in ing for  

employees and assets  eva luat ion for  open ing ba lance sheet  when they adopt  EPSAS fo r  the  f i rs t  t ime.  What  k inds  

o f  p ract i ca l  p rob lems o ther  than  those wi l l  EU pub l ic  sector  ent i t ies  face  when they adopt  EPSAS for  the  f i rs t  

t ime? 

（ 6） Consis tency between budget ing sys tem and  EPSAS based  account ing sys tem 

・  Accord ing  to  webs i te  o f  EPSAS.eu、 EPSAS pro ject  a ims  at  promot ing un i form budget ing and  account ing  

s tandards for  EU pub l ic  secto r  ent i t ies .  How EPSAS based account ing sys tem wi l l  cons is t  wi th  cash-based 

budget ing sys tem? That  is、 how EPSAS account ing data  wi l l  be  u t i l i zed in  the  process o f  budget  compi la t ion?  

・  Accord ing to  EU (2013a、 pp.  86-87、 92-93)、 cent ra l  governments  o f  Aust r ia  and Uni ted Kingdom have 

adopted accrua ls -based  budget ing sys tem.  Is  there a poss ib i l i t y  that  accrua ls -based budget ing  sys tem would  be 

adopted in  EU pub l ic  sector  ent i t ies  a f te r  fu l l  imp lementat ion  o f  EPSAS? 

（ 7） In terna l  cont ro l  f ramework  under  EPSAS based account ing sys tem 

・  Accord ing to  EU (2013c、 p.  9)、 ef fect ive  in te rna l  cont ro l  o f  pub l ic  account ing  i s  one o f  cond i t ions that  

guarantee  t ime ly and  h igh  qual i t y  EPSAS account ing data.  What  k ind o f  in terna l  cont ro l  a re  EU pub l ic  sector  

ent i t ies  scheduled to  develop when they p repare  and present  EPSAS f inanc ia l  s ta tements?  In  that  case、 what  k ind  

o f  in te rna l  cont ro l  s tandards are  they scheduled to  adopt?   

（ 8） Financ ia l  s ta tements  aud i t ing  f ramework  under  EPSAS based account ing sys tem 

・  Accord ing to  EU (2013c、 p.  9 )、 externa l  f inanc ia l  aud i t  o f  pub l ic  account ing is  one o f  cond i t ions that  

guarantee t ime ly  and h igh qual i t y  EPSAS account ing data .  Who is  scheduled to  conduct  f inanc ia l  s ta tements  aud i t  

in  EU pub l ic  sec tor  ent i t ies  when they prepare  and present  EPSAS f inanc ia l  s ta tements?  In  that  case、 what  k ind  

o f  aud i t ing  s tandards are they scheduled to  adopt?  

・  Accord ing  to  EU (2013b、 p.  3)、 an improvement  in  the  ef f ic iency and  e f fect iveness o f  pub l ic  aud i t ing  is  

one o f  ob ject ives  o f  implement ing  EPSAS. How aud i tors  are scheduled to  u t i l i ze  EPSAS account ing data in  pub l ic  

aud i t ing? 

 

We would  be  g ra tefu l  i f  you  would  show us  the  documents  or  the i r  webs i te  addresses necessary fo r  answer ing  above  

ment ioned quest ionnai res .  We apprec ia te  your  cooperat ion .  
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